
土木コンクリート構造物の品質確保に関する要領 
 

土木コンクリート構造物の耐久性を向上させる観点から、コンクリートの品質確保に関し、

下記により実施することとする。 
 

記 
 

１ 土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコンクリー

ト構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては５５％以

下、無筋コンクリートについては６０％以下とすること。（単価設定済） 
 

２ 鉄筋のかぶりを確保するため、スペーサーを設置するものとする。スペーサーは構造物の

側面については原則１㎡につき２個以上、構造物の底面については原則１㎡につき４個以上

設置すること。（共通仕様書掲載済） 
 

３－１ 重要なコンクリート構造物の適切な施工を確認するため、コンクリート構造物の施工

完了後に、テストハンマーによる材齢２８日強度の推定調査を請負者に実施させるものとし、

調査結果を提出させること。 
 
３－２ テストハンマーによる強度推定調査の結果が、所定の強度が得られない場合について

は、請負者に原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実施させるものとし、試験結果を提出

させること。 
 

３－３ 上記３－２による圧縮強度試験結果が所定の強度が得られない場合等の対応方法に

ついては、事業担当課、技術管理課等に相談すること。 
 

４ 工事完成後の維持管理にあたっての基礎資料とするため、重要構造物についてはひび割れ

発生状況の調査を請負者に実施させるものとし、調査結果を完成検査時に提出させること。 
 

５ 工事関係技術者と技能者の責任と自覚・社会的貢献意識を高揚し、また、将来の維持管理

補修の効率化を図るため、当該工事関係者、構造物の諸元、設計コンサルタント等を表示す

る銘板の設置を推進すること。 
 

６ 品質管理基準によるコンクリート構造物の強度試験のために採取したテストピースの保

管を徹底させること。

1－4－12



1－4－13



「土木コンクリート構造物の品質確保に関する要領」の運用 
 
「土木コンクリート構造物の品質確保に関する要領」の運用については、下記のとおり取り扱

うものとする。 
 

記 
 
１ コンクリートの水セメント比は、次のとおり取り扱うものとする。 
（１）一般の環境条件の場合の、コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比の

上限値を特記仕様書に明示（記載例参照）するものとし、請負者が提出した示方配合表によ

り確認すること。 
（２）水セメント比を減じることにより施工性が著しく低下する場合は、必要に応じて、高性能

減水剤の使用等を検討すること。 
（３）水セメント比を規定しない構造物 

砂防ダム、均しコン、埋戻コン、張コン、植石コン、鋼管杭中詰コン 
 
２ スペーサーの個数については、鉄筋組み立て完了時の段階確認時に確認すること。 
 
３－１ テストハンマーによる強度推定調査（調査フロー図（１）参照） 
（１）適用範囲 

強度確認調査の対象工種は、下記のとおりとする。 
① 高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁（ただしプレキャスト製品は除く。） 
② 内空断面積が２５㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、 
③ 橋梁上・下部工（但しＰＣは除く。） 
④ トンネル 
⑤ 高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門 

（２）調査頻度 
１）調査頻度は、鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類については目地間、トンネルにつ

いては１打設部分、その他の構造物については強度が同じブロックを１構造物の単位とし、

各単位につき３カ所の調査を実施すること。 
２）調査の結果、所定の強度が得られない場合については、その箇所の周辺において、再調

査を５カ所実施すること。 
（３）測定 

１）測定方法 
「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験方法（ＪＳＣＥ－Ｇ５０４）」により 

実施すること。（「コンクリート標準示方書（規準編）」に掲載。） 
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２）測定時期 
測定は、足場が存置されている間に実施することが望ましい。 

３）測定の立ち会い 
監督職員等及び受注者が立ち会いのうえ、テストハンマー推定強度調査を実施するも

のとする。 
立ち会いの頻度については、３０％程度とすること。 

４）調査の報告 
構造物毎に別紙様式－１（１）～（５）により調査票を作成し、完成検査時に提出さ

せること。 
 
３－２ 圧縮強度試験の実施 

３－１において実施したテストハンマーによる強度推定調査の再調査の平均強度が得られ

ない場合、もしくは１カ所の強度が設計強度の８５％を下回った場合は、以下によること。 
（１）コアの採取 

所定の強度を得られない箇所の付近において、原位置のコアを採取するものとし、採取位

置については監督職員と協議を行い実施するものとする。 
また、コア採取位置、供試体の抜き取り寸法の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷さ

せないよう十分な検討を行うこと。 
（２）圧縮強度試験 

１）試験方法 
「コンクリートからのコア及びはりの切り取り方法並びに強度試験法（JIS A 1107）」

により実施すること。 
２）圧縮強度試験の立ち会い 

監督職員及び受注者が立ち会いのうえ、圧縮強度試験を実施するものとする。 
３）試験の報告 

構造物毎に別添様式－１（６）により調査票を作成させること。 
 
４ ひび割れ発生状況の調査（調査フロー図（２）参照） 
工事完成後の維持管理等の基礎資料とするため、重要構造物のひび割れ発生状況の調査は以下

によること。 
（１）適用範囲 

３－１（１）適用範囲に同じ。 
（２）調査方法 

１）0.2 ㎜以上のひび割れ幅について、展開図を作成するものとし、展開図に対応する写真

についても提出させること。 
２）ひび割れ等変状の認められた部分のマーキングを実施させること。 
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（３）調査時期 
調査は、足場が存置されている間に実施することが望ましい。 

（４）調査の報告 
構造物毎に別添様式－２（１）～（５）により調査票を作成し、完成検査時に提出させる

こと。 
（５）調査結果の評価 

調査結果は、次により評価を行うものとする。 
１）原因の推定 

原因の推定については、「コンクリートのひび割れ調査、補修、補強指針」（日本コン

クリート工学協会）を参考として、ひび割れの発生パターン（発生時期、規則性、形態）・

コンクリート変形要因（収縮性、膨張性、その他）・配合（富配合、貧配合）・気象条件

（気温、湿度）を総合的に判断して、原因を推定するものとする。 
また、「コンクリート標準示方書［維持管理編］」（土木学会）においても、ひび割れ発

生の原因（解説表４．２．３）について記述されているので、参考とする。 
２）判断基準 

補修の要否に関するひび割れの幅については、原則として「コンクリートのひび割れ

調査、補修，補強指針」に記載されているもの（表―１）によるが、対象とする構造物

や環境条件により、補修・補強の要否の判断基準は異なり、完成時に発生しているひび

割れすべてが問題となるひび割れではないため、判断を要する。 
 （参考） 

施工時に発生する初期欠陥の例については、「コンクリート標準示方書［維持管理編］」に

記されている（解説図４．２．１）。 
例えば、ボックスカルバートなどに発生する水和熱によるひび割れ（解説図４．２．１水

和熱（２）参照）に関しては、ボックスカルバートの形状から発生することを避けられない

ひび割れであるが、機能上何ら問題は無い。 
判断に困ったときは、必要に応じて各事業課、技術管理課に相談すること。 

 
５ コンクリート構造物の銘板の設置に当たっては以下によること。 
（１）銘板の表示内容等については、銘板工の記載例を参考にするものとする。 
（２）銘板に要する費用は橋名板（Ｔ４５５０）単価を直接工事費に計上すること。 
（３）設置施設は、主に重要構造物を対象とする。 
  
６ テストピースの保管に当たっては以下によること 
（１）保管場所を確保し、打設日及び試験依頼日毎に整理すること。 
（２）現場のコンクリート構造物と同じ養生方法（現場空中養生を原則）とする。 
（３）脱型についても、現場のコンクリート構造物と同時期に実施すること。 
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調査フロー図（２）
４　ひびわれ調査フロー

(1)適用範囲
①H≧５ｍの鉄筋コンクリート擁壁（プレキャスト除く）

②内空断面積が２５㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類
③橋梁上・下部工（ＰＣ除く）
④トンネル
⑤Ｈ≧３ｍの堰・水門・樋門

(2)調査方法
１）0.2mm以上のひびわれ幅について展開図を作成し、対応す
る写真を撮影。

２）ひびわれ部分のマーキングを実施する。

対象外

該当しない

該当する

（４）調査の報告
構造物ごとにひび割れ調査表（１）～（５）を作成し、完成検査時
に提出させる

（５）調査結果の評価
１）原因の推定を行い、補修の要否の判断を行う。

補修を実施し、補修後の写真等を添付しひび割れ調査表を維
持管理資料として保管する。

補修の必要性有り

ひび割れ調査表を維
持管理資料として保
管する。

補修の必
要性無し
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銘板工の記載例

１．高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁（プレキャスト製品は除く）

施工年度：平成１５年度
工事名（又は事業名）：○○道路改良工事（１工区）
　　　　　　　　　　　　　　（○○道路改良事業）
発注者：○○土木事務所
施工業者：○○建設（株）
設計会社：○○コンサルタント ２００ｍｍ
構造形式：逆Ｔ型擁壁
基礎形式：杭基礎（コンクリート杭）
高さ：Ｈ＝７．０ｍ
コンクリート種別：２１－８－２０　ＢＢ　(Ｗ／Ｃ＝５５％）
完成年月日：平成１５年○月　又は（２００３．○）

３００ｍｍ

２．内空断面積が２５㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類

施工年度：平成１５年度
工事名（又は事業名）：○○道路改良工事（１工区）
　　　　　　　　　　　　　　（○○道路改良事業）
発注者：○○土木事務所
施工業者：○○建設（株）
設計会社：○○コンサルタント ２００ｍｍ
活荷重：Ｔ－２５
基礎形式：杭基礎（コンクリート杭）
内空断面積及び長さ：Ａ＝３０㎡、Ｌ＝２０ｍ
コンクリート種別：２１－８－２０　ＢＢ　(Ｗ／Ｃ＝５５％）
完成年月日：平成１５年○月　又は（２００３．○）

３００ｍｍ

３．橋梁下部工

施工年度：平成１５年度
工事名（又は事業名）：○○道路改良工事（１工区）
　　　　　　　　　　　　　　（○○道路改良事業）
発注者：○○土木事務所
施工業者：○○建設（株）
設計会社：○○コンサルタント ２００ｍｍ
構造形式：逆Ｔ式橋台
基礎形式：杭基礎（鋼管杭）
高さ：Ｈ＝１０ｍ
コンクリート種別：２１－８－２０　ＢＢ　(Ｗ／Ｃ＝５５％）
完成年月日：平成１５年○月　又は（２００３．○）

３００ｍｍ
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４．高さが３ｍ以上の堰、水門、樋門

（１）堰

施工年度：平成１５年度
工事名：○○川広域基幹河川改修工事（１工区）
（又は事業名）（○○川広域基幹河川改修事業）
発注者：○○土木事務所
施工業者：○○建設（株）
設計会社：○○コンサルタント ２００ｍｍ
計画高水流量：８０m3／ｓ
ゲート形式：ゴム引布製起伏式
ゲート敷高：▽３．５ｍ
コンクリート種別：２１－８－２０　ＢＢ　(Ｗ／Ｃ＝５５％）
完成年月日：平成１５年○月　又は（２００３．○）

３００ｍｍ

（２）水門

施工年度：平成１５年度
工事名：○○川広域基幹河川改修工事（１工区）
（又は事業名）（○○川広域基幹河川改修事業）
発注者：○○土木事務所
施工業者：○○建設（株）
設計会社：○○コンサルタント ２００ｍｍ
計画高水流量：８０m3／ｓ
計画水位：外水位（Ｈ．Ｗ．Ｌ３．５ｍ）
　　　　　　　内水位（Ｌ．Ｗ．Ｌ３．０ｍ）
計画断面積：Ａ＝１５㎡
コンクリート種別：２１－８－２０　ＢＢ　(Ｗ／Ｃ＝５５％）
完成年月日：平成１５年○月　又は（２００３．○）

３００ｍｍ

（３）樋門

施工年度：平成１５年度
工事名：○○川広域基幹河川改修工事（１工区）
（又は事業名）（○○川広域基幹河川改修事業）
発注者：○○土木事務所
施工業者：○○建設（株）
設計会社：○○コンサルタント ２００ｍｍ
計画高水流量：８０m3／ｓ
計画断面積：Ａ＝１５㎡
連数：Ｎ＝２連
コンクリート種別：２１－８－２０　ＢＢ　(Ｗ／Ｃ＝５５％）
完成年月日：平成１５年○月　又は（２００３．○）

３００ｍｍ
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